
 

緊急事態宣言解除後の授業について 

 

 

福岡県の緊急事態宣言が解除されました。 

6 月 21 日（月）から通常の対面による授業を行います。 

ただし科目によっては遠隔で授業を行う場合もあります。6 月 21 日（月）以

降の時間割は 6 月 18 日（金）に教務部の Teams にてご案内いたします。 

 

尚、引き続き不要不急の外出は避け、健康管理に努め、健康チェック表にて

自己管理を行ってください。 
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